
佐織庁舎津島市民病院佐織庁舎

午前8時30分午前8時15分午前8時

 総務課　☎（５５）７１２０

巡回バスのルート・
時刻表を改定します

愛西市役所
（佐織総合福祉センター経由）佐織庁舎佐織庁舎

（佐織総合福祉センター経由）愛西市役所

午後5時04分午前8時26分

八開ルート

佐織庁舎愛西市役所愛西市役所佐織庁舎

午後5時午前8時25分午前8時朝

午前8時朝

立田ルート
午後4時35分夕

午後4時38分夕

② 早朝津島市民病院直行便の新設

このほかにも、既存のルートおよび時刻表の改定を行います。
詳細は、広報４月号同時配布の「時刻表・ルート図」をご覧いただくか、
市ホームページをご確認ください。

令和７年
４月１日
から

「愛西市役所」と「佐織庁舎」間を運行するバスが1日2回あります。

・佐屋中央ルートに「本部田北（道楽の郷）」　「永和台北公園」、佐屋東ルートに「六川北」が
新設されます。
・「日置公民館」へ佐屋中央ルートだけでなく、佐屋東ルートでも行けるようになります。
・既存停留所の「くわはら内科」の名称を「大野郷裏（旧くわはら内科）」に、「道の駅」の名称を
「道の駅 ふれあいの里HASUパーク」に変更します。

直行便は早朝のみですが、「津島市民病院」には、佐織南ルートのバスから行くことができます。
③ 停留所の新設・変更

早朝に、佐織北ルートで「津島市民病院」直行便を運行します。

停留所「立田北部コミュニティ」では立田ルートと八開ルートの乗り継ぎができます。
バスを上手に乗り継ぐことで、市役所方面や佐織庁舎方面にも行くことができます。
バスを利用して、通院やお買い物などのお出かけにご活用ください。

利便性の向上を図るため、これまでの利用状況や市民の皆様のご意見から、
令和７年４月１日（火）から巡回バスのルートおよび時刻を改定します。

① 市役所⇔佐織庁舎間便の新設

2025.3 2広報あいさい


